
行方市部活動地域移行

• 指導者は地域の指導者

• 指導者は、当面部活動顧問と連携して指導

• 指導者への謝金など、受益者負担が生じる

• 活動場所は各中学校又は市内各スポーツ施設等

• 活動場所への移動は、各自で行う

• スポーツ傷害保険への加入

行方市では、令和5年度から休日の部活動を段階的に地域移行していきます

指導者を募集しています

行方市教育委員会
担当： 関口、齋藤、髙田、柏葉
場所： 行方市山田2564-10
電話： 0291-35-2111
FAX： 0291-35-1785

行方市教育委員会

部活動の地域移行とは？
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部活動の地域移行により変わるものは？

これまで学校の先生が担ってきた部活動を、地域のスポーツ団体や文化芸術団体等に移し、
自分にあった種目を選び、参加できるようにする。

単独、２校・３校合同チームを編成
（Ｒ５軟式野球、サッカー、女子ハンドボール）
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令和5年度・６年度休日の部活動地域移行の試験的先行実施

背景：少子化、教員数減少、単独でチームを編
成できない、やりたい部活動が学校にないなど

部活動の地域移行を進めるためには、多くの指導者が必要です。
行方市の子供たちのスポーツ・文化芸術機会の確保のために、
協力できる方、興味のある方は教育委員会または学校にご連絡
ください。


